
 

 

千葉市監査委員告示第１３号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、定期監査、

行政監査及び財政援助団体等監査の結果に基づき講じた措置について、別添のとおり千葉

市長から通知がありましたので、公表します。 

 

    令和元年１０月３１日 

 

千葉市監査委員 大 木 正 人 

同       宮 原 清 貴 

同       森 山 和 博 

同       三 須 和 夫 

  

 



 

 

３１千総総第６６３号 

令和元年１０月２４日 

 

 千葉市監査委員 大 木 正 人 

 同       宮 原 清 貴 

 同       森 山 和 博 

 同       三 須 和 夫 

 

千葉市長 熊 谷 俊 人   

 

 

監査の結果に基づき講じた措置について（通知） 

 

 

 平成２７年度監査報告第８号、平成２９年度監査報告第１０号、平成３０年度監査報告第

８号及び第１１号により報告のあった監査の結果に基づき講じた措置について、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により別紙のとおり通知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様 



 

 

報告書番号 ２７監査報告第８号 

監査の種類 事務事業定期監査（財務監査） 

監査の結果（指摘事項） 講 じ た 措 置 

（４）財産管理事務 

イ 看護師等修学資金貸与に係る台帳を

適正に整備すべきもの（保健福祉局） 

債権管理条例第５条によると、債権

を適正に管理するため、規則で定める

事項を記載した台帳を整備しなければ

ならないとされている。 

また、看護師等修学資金貸与条例第

１０条によると、市長は、借受人が養成

施設を卒業した後、市内に存する５０

０床未満の病院等において看護師等の

業務に従事しているときなどの事由が

継続する期間については修学資金の返

還を猶予することができるとされてい

る。 

    しかしながら、借受人が市内の病院

等を退職するなど、修学資金の返還を

猶予することができる事由が継続して

いないにもかかわらず、貸与に係る台

帳において猶予中等と記載されている

状況が見受けられた。 

    看護師等修学資金については、借受

人の実態把握に努め、貸与に係る台帳

を適正に整備されたい。 

 

 

 

 

 看護師等就学資金については、借受人の実

態を把握し、貸与に係る台帳を適正に整備し

た。 

 なお、現在、返還状況が猶予中となってい

る借受人は、いない。 

 

  



 

 

報告書番号 ２９監査報告第１０号 

監査の種類 事務事業定期監査（財務監査） 

監査の結果（指摘事項） 講 じ た 措 置 

（１）収入事務 

  ア 納入の通知を適正に行うべきもの 

（稲毛区役所） 

    千葉市予算会計規則（平成４年千葉

市規則第９７号）第３０条によると、歳

入徴収者は、随時の収入については、納

入通知書兼領収書により納期限の１５

日前までに納入義務者に通知しなけれ

ばならないとされている。 

    しかしながら、心身障害福祉手当及

び生活保護費の過誤払いに係る返納金

については、納入義務者への通知がな

されていなかった。 

    納入の通知については、規則に基づ

き適切に行われたい。 

 

 

 

 

納入の通知については、平成３０年度か

ら、規則に基づき適正に行っている。 

なお、納入義務者へ通知をしていなかった

心身障害者福祉手当及び生活保護費の過誤

払に係る返納金については、平成３０年６月

までに通知した。 

（３）財産管理事務 

ウ 債権管理を適正に行うべきもの（中

央区役所） 

千葉市債権管理条例第５条（平成２

４年千葉市条例第７号）によると、規則

で定める事項を記載した台帳を整備し

なければならないとされている。 

また、同条例施行規則（平成２４年千

葉市規則第２８号）第２条には、台帳に

記載する事項が規定されている。 

    しかしながら、福祉手当の過払いに

係る返納金については、台帳が作成さ

れていない事例や規則で定める事項が

記載されていない事例が見受けられ

た。 

    台帳は、債権を適正に管理し、効率

的な事務処理を行うために必要なもの

であることから、台帳の作成に当たっ

ては、条例等に基づき適正に行われた

い。 

 

 

 

 

債権管理に当たり、規則で定める事項が記

載した台帳を作成し、適正に管理している。 

 

  



 

 

報告書番号 ３０監査報告第８号 

監査の種類 事務事業定期監査（財務監査） 

監査の結果（指摘事項） 講 じ た 措 置 

（１）収入事務 

ア 現金等の払込みを適正に行うべきも

の（財政局） 

    予算会計規則第３２条第１項による

と、現金等を直接収納したときは、特別

な事情がある場合を除くほか、当日又

は翌日に指定金融機関等に払い込まな

ければならないとされている。 

    しかしながら、納税管理課における

軽自動車税の収納については、高額の

小切手を収納しているにもかかわら

ず、収納日から３営業日後に指定金融

機関へ払込みを行っている事例が見受

けられた。 

    現金等の払込みについては、規則に

基づき適正に行われたい。 

 

 

 

 

 現金等の払込みについては、平成３０年

１２月１２日付けで、財政局長から各所属

長に対して、予算会計規則に基づき適正に

行うよう通知を行い、所属職員に対し周知

徹底し、以後、適正な運用を行っている。 

（２）支出事務 

  ア 前金払をすることができる経費を規

程に明示すべきもの（水道局） 

地方公営企業法施行令（昭和２７年

政令第４０３号）第２１条の７による

と、第１号から第７号までに前金払を

することができる経費が例示されてお

り、第８号には、経費の性質上前金をも

って支払をしなければ事務の取扱いに

支障を及ぼすような経費について、管

理規程で定めることにより前金払をす

ることができるとされている。 

しかしながら、施行令に例示されて

おらず、また、管理規程である千葉市水

道局会計規程（昭和５０年千葉市水道

局規程第１６号）に定めていない保険

料が、前金払として支出されていた。 

前金払については、法令に基づき規

程を整備し、前金払をすることができ

る経費を明示されたい。 

 

 

 

 千葉市水道局会計規程を平成３１年３月

２９日付けで改正し、前金払をすることが

できる経費を明示した。 

 

  



 

 

 

（２）支出事務 

  イ 勘定科目の区分を適正に行うべき 

もの（水道局） 

水道局会計規程第１１条第１項によ

ると、「水道事業の経理は、損益勘

定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定

に区分して行うものとする。」とさ

れ、同規程別表「勘定科目表」に定め

られている科目区分の説明によると、

耐用年数１年未満又は取得価格１０万

円未満の器具、備品については、費用

勘定である備消品費として、また、耐

用年数１年以上であり、かつ、取得価

格が１０万円以上の備品については、

資産勘定である工具、器具及び備品と

して整理することとされている。 

しかしながら、緊急用給水栓セット

の購入については、取得価格が１０万

円以上の備品であるにもかかわらず、

備消品費として経理されていた。 

勘定科目の区分については、規程に

基づき適正に行われたい。 

 

 

 緊急用給水栓セットの購入については、平

成３０年度に勘定科目の区分を修正し、資産

勘定に計上した。 

（３）契約事務 

  ア 個人情報を取り扱う事務の委託を適

正に行うべきもの 

（総合政策局、財政局、水道局） 

個人情報を取り扱う事務の委託に係

る個人情報取扱特記事項第３第２項に

よると、受注者は、個人情報を適正に管

理させるために、個人情報管理責任者

を設置し、個人情報を取り扱う場合に

遵守すべき事項等に関する研修等を行

わせることとするとともに、発注者に

その責任者及び研修等の実施計画を報

告しなければならないとされている。 

しかしながら、一部の業務委託につ

いては、個人情報を取り扱う事務の委

託であるにもかかわらず、受注者から

個人情報管理責任者及び研修等の実施

計画を報告させていない事例が見受け

られた。 

個人情報を取り扱う事務の委託に当

 

  

 

 

個人情報を取り扱う事務の委託について

は、平成３０年度に個人情報の適正な取扱い

に関する通知を各局で行い、所属職員に対し

周知徹底し、以後、適正な運用を行っている。 

 



 

 

たっては、個人情報の適正な取扱いを

確保するため、委託者に必要な措置を

講ずる義務が課せられていることか

ら、適正に行われたい。 

 

  



 

 

報告書番号 ３０監査報告第１１号 

監査の種類 事務事業定期監査（財務監査） 

監査の結果（指摘事項） 講 じ た 措 置 

（１）支出事務 

 ウ 補助金交付要綱の補助対象経費を適

正に整備すべきもの（保健福祉局） 

    「補助金の執行事務の適正化につい

て」（財政部長通知）によると、補助金

交付要綱には、補助金額算出に必要な

基準として、補助対象とする具体的経

費及び補助率を明示することとされて

いる。 

    また、公益社団法人及び公益財団法

人の認定等に関する法律施行規則第１

９条によると、公益社団法人千葉市シ

ルバー人材センターにおいては、公益

認定（平成２４年４月１日）に伴い、事

業費及び管理費を適正な基準によりそ

れぞれの費用額に配賦しなければなら

ないとされている。 

    しかしながら、千葉市シルバー人材

センター運営事業等補助金交付要綱に

ついては、補助事業者の公益認定に伴

う費用額の配賦に対応した改正がなさ

れておらず、一部の補助対象経費が明

示されていなかった。 

    補助金交付要綱については、通知等

に基づき適正に整備されたい。 

 

 

 

千葉市シルバー人材センター運営事業等

補助金交付要綱を平成３１年４月１日付け

で改正し、費用額の配賦に対応した補助対

象経費を明示した。 

（２）契約事務 

ア 長期継続契約の締結を適正に行うべ

きもの（保健福祉局） 

    「長期継続契約の締結に関する手続

きについて」（平成２８年９月２日付け

資産経営部長通知）によると、長期継続

契約を締結する際には、契約書に次年

度以降に予算措置がされない場合は、

金額の変更契約をするか、契約を解除

する旨を規定し、また、変更契約や契約

解除による損害賠償責任は負わない旨

を記載することとされている。 

    しかしながら、国民健康保険データ

連携用端末機器等賃貸借契約について

 

 

 

国民健康保険データ連携用端末機器等賃

貸借契約については、平成３１年４月１日

に変更契約を締結し、契約内容に、次年度以

降に予算措置がされない場合は、変更契約

の締結又は契約の解除を行う旨、及び変更

契約や契約解除による損害賠償責任は負わ

ない旨を追加した。 

 



 

 

は、長期継続契約を締結しているにも

かかわらず、契約書中に次年度以降に

予算措置がされない場合は、金額の変

更契約をするか、契約を解除する旨を

規定しておらず、また、変更契約や契約

解除による損害賠償責任は負わない旨

を記載していなかった。 

    長期継続契約の締結に当たっては、

通知等に基づき適正に行われたい。 

（２）契約事務 

イ 修繕工事の契約事務を適正に行うべ

きもの（保健福祉局） 

地方自治法施行令第１６７条の２第

１項第１号及び千葉市契約規則（昭和

４０年千葉市規則第３号）第２１条の

２によると、工事又は製造の請負に係

る契約については、予定価格が２５０

万円を超えないときは随意契約による

ことができるとされている。 

    しかしながら、平和公園給水施設内

加圧給水ポンプ交換修繕については、

予定価格が２５０万円を超えているに

もかかわらず、随意契約により契約し

ていた。 

    修繕工事の契約事務については、法

令等に基づき適正に行われたい。 

 

 

 

修繕工事の契約方法の決定は法令及び規

則等に基づき適正に行うよう、平成３１年

４月１５日付けで生活衛生課長から各事業

所長に対して通知を行い、以後、予定価格に

応じて適正に契約方法を決定している。 

 

 

 

 

（２）契約事務 

  ウ 予定価格を適切に積算すべきもの 

（保健福祉局） 

契約規則第１０条第１項及び第２２

条によると、契約事務担当職員は、仕様

書、設計書等によって積算し、予算の範

囲内において予定価格を決定しなけれ

ばならないとされている。 

 しかしながら、環境保健研究所にお

ける業務委託等の予定価格について

は、設計書等による積算が確認できな

いものが散見された。 

 予定価格については、規則に基づき、

設計書等により適切に積算されたい。 

 

 

 

予定価格については、令和元年度分から

設計書等により、適切に積算している。 

 

 



 

 

 


